
資料２

基本目標 基本的方向 施策の柱

（リード文） P18

男女共同参画の視点という言葉が出てくるが、簡単な解説があ
るといいと考える。

（リード文） P18

札幌市として、ジェンダー平等の社会、男女共同参画の視点が
生かされている社会とはこういう社会で、そこを目指していくとい
うように第３章の前にわかりやすく書く方法もあるのではないか。

（現状と課題） P19

セクハラだけがハラスメントという受け取り方をされてしまわない
よう、パワーハラスメントなど、社会における暴力も許されない行
為ということも書いてもらえないか。

●

ご意見を踏まえまして、「代表的なものとして、性的な言動によっ
て引き起こされるセクシュアルハラスメント、また、優越的な関係
を背景とした言動によって引き起こされるパワーハラスメントがあ
り、これらは、個人の尊厳や人格を不当に傷つけるもので一切許
されない行為です。」と記載いたしました。

Ⅱ 1 ― ―

広く市民に受け止めてもらえるためには、家庭内のDVだけでは
なく、企業や社会における暴力（ハラスメント）も許されないという
ことを、明文化してほしい。

●

ご意見を踏まえまして、市民に広く受け止めてもらえるためには、
基本目標Ⅰにパワーハラスメントについても明記することが重要
と考え、「代表的なものとして、性的な言動によって引き起こされ
るセクシュアルハラスメント、また、優越的な関係を背景とした言
動によって引き起こされるパワーハラスメントがあり、これらは、
個人の尊厳や人格を不当に傷つけるもので一切許されない行為
です。」と記載いたしました。

1 ― P36

暴力を容認する姿勢は、札幌市には一切ないということを明文化
して欲しい。
被害に遭った人には一切落ち度がないことは強調してほしい。

●

現状と課題の冒頭に、「暴力は、重大な人権侵害であり、男女に
関わらず、いかなる場合にも許されるものではありません。」と明
記しています。なお、札幌市は、これまでも「暴力は重大な人権
侵害であり、いかなる場合にも許されない」という立場を明確にし
てまいりましたので、今後もこの立場を堅持し、暴力根絶のため
の取組を進めてまいります。

1 ― P36

女性や子どもという表現に加えて、「性的マイノリティの方も」と入
れるなど、社会的に立場の弱い人、関係性において立場の弱い
人というのが見えるように入れられないか。 ●

答申案に、女性以外にも被害に遭っている立場の弱い人という
趣旨で、「・・・女性への被害はもちろんのこと、男性や性的マイノ
リティの方々も含めた、全ての被害者への対応が求められま
す。」と記載しております。

Ⅰ 1

●

ご意見を踏まえまして、答申案の第１章「男女共同参画さっぽろ
プランについて」において、男女共同参画社会についての法律上
の定義の他、男女共同参画が実現された社会では、「性別に関
わらず、誰もが自分らしく、様々な活動に参加し、豊かな人生を
送っている」ことを記載し、そのためにこのプランに取組を進めて
いく旨を記載いたしました。
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1 （現状と課題） P36

DVを受けて深刻な被害を受けている人の９割以上は女性である
ため、「DV被害者の多くは女性ですが、」について、深刻な状況
にある人の９割は女性であるということも入れていただきたい。 ●

1 （現状と課題） P36

「・・・約９割も女性という深刻な状況にありますが、男性の被害経
験の増加も目立っており・・・」について、「・・・深刻な状況にあり
ます。一方で男性の被害経験の増加も目立っており・・・」と文書
を区切ってほしい。

●

1 （現状と課題） P36

３パラグラフ目について、「ＤＶ被害を滞在化させないためには、
まずは、被害者自身が被害を受けていることを認識することが必
要であり、・・・」について、まずは「あらゆる暴力は許されなく、加
害者にならないための教育が必要である。」というような記載をし
てほしい。

●

現状と課題の１パラグラフ目に「暴力は、重大な人権侵害であ
り、男女に関わらず、いかなる場合にも許されなるものではな
い。」と記載しておりますが、ご意見を踏まえまして、「DV被害を
潜在化させないためには、まずは、・・・必要であり、加害者にも
被害者にもならないよう若年層からの予防啓発や、DVには身体
的な暴力以外にも様々な暴力があるという認識を浸透させる取
組が重要です。」といたしました。

3 （現状と課題） P46

現状と課題の書き出しが、晩婚化や未婚率の上昇、離婚の増加
等ということになっているが、そもそもの課題は、男女の賃金格
差であったり、非正規雇用率など、現状の女性の働き方等が
あっての困難を抱えていることであるため、冒頭に社会的背景な
どを書いてほしい。

●

ご意見を踏まえまして、非正規雇用や賃金格差について記載し
ている２段落目を先頭とし、書き出しを「誰もが経済的に自立し、
安定した生活を送ることができる社会を実現することは大変重要
です。しかし、札幌市の女性の就業状況を見ると、就業者数や有
業率は徐々に増加しているものの、全国平均よりも低い水準と
なっており、その就業者の半数以上は、雇用や収入が不安定な
非正規雇用労働者です。また、男女間の賃金格差についても、
札幌市では全国平均より格差が大きい状況となっています。」と
いたしました。

Ⅲ

ご意見を踏まえまして、「ＤＶ被害者の多くは女性で、さらに配偶
者間での傷害や暴行など犯罪事件における被害者の約９割も女
性という深刻な状況にあります。また、男性の被害経験の増加も
目立っており・・・」と記載いたしました。
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3 （現状と課題） P48

２パラグラフ目「さらに近年では、晩婚化や未婚率の上昇、離婚
の増加等に伴い、女性を取り巻く家族の形態が大きく変化してい
ます。特に、・・・結婚すれば生涯、経済的な安定が約束されると
いう考えは過去のものと言えます。」について、女性が困難を抱
えるのは、未婚や離婚に関係なく、日本の社会構造の影響であ
り、多様な生き方を認めるのが、男女共同参画という考えからす
ると、晩婚、未婚や離婚が悪い事のように受け止められるため、
修正や削除を検討していただきたい。
また、就職氷河期の40代の非正規雇用率も高く、コロナ禍で更に
困窮する状況になっている。40代～60代までの中年女性の支援
がすっぽりと抜けているのが現状である。社会保障と税制が個
人ではなく、世帯単位であること、単身者への支援がないこと
が、あらゆる世代での女性の困難に影響していると考える。

●

ご意見を踏まえまして、婚姻などについての記述を削除し、下記
の通り、社会保障制度・税制、家族の姿の変化や人生の多様化
に触れながら、様々な困難を抱える女性への支援が求められて
いるという記載にしました。
「国においては、・・・令和６年度に施行予定となっています。
　また、高度経済成長期に形作られた現在の社会保障制度・税
制の多くは改変されてきていますが、女性を取り巻く家族の姿も
変化し、人生も多様化する現代においては、制度等の恩恵を十
分に受けられない人がいます。こうしたことから、女性の視点を
踏まえた制度等の検討に加え、若年女性や単身中高齢女性、母
子世帯などをはじめ、貧困等生活上の様々な困難を抱える女性
に寄り添った多様で切れ目のない支援が求められています。」

施策全体を見直した際に、理念的なものが強く出ている基本目
標Ⅲを基本目標Ⅱよりも前に持ってきた方が、プランの方向性を
打ち出せていいのではないか。

審議会でのご意見を踏まえまして、基本目標の順番は、このまま
としますが、ジェンダー平等と暴力の根絶という揺るがない方向
については、各施策を実施するなかで、しっかりと取り組んでま
いりたいと考えております。

全体的に難しく感じるため、市民に読んでほしいという見せ方は
あるのではないか。
現状と課題の中で、課題が並べられていると読みやすいのでは
ないか。

高校生や中学生でも読めるような形がふさわしい。

全体

プラン策定時には、本書と合わせて概要版（ダイジェスト版）を作
成する予定です。このため、概要版作成にあたっては、ご指摘の
市民の方に分かりやすく伝えるための視点を持って作成してまい
ります。
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